
 

  

             

 

    についてのお知らせ 
嘉手納町内に新築するマイホームやアパートなど、住宅等を取得する町内外の方（個

人又は法人）に対し、定住の促進及び地域の活性化を図るため、補助金(奨励金)を交

付します。 

補助の内容は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

経過措置 ：新制度が始まる前（令和 4 年 4 月～11 月）に除却、着工又は完成し

ている住宅等も対象になる措置があります。 

但し、条件がありますので詳しくは裏面の問合せ先へ、お問い合わせ

下さい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間 ：令和 4 年 12 月から令和 9 年 3 月まで（奨励金については令和 15 年 3 月まで） 

 

① ②は事前協議が必要です。尚、補助金は対象となる条件がありますので 

詳しくは下記窓口へお問い合わせ下さい。 

 

 

 
嘉手納町役場 ３階 都市建設課 都市計画係 

TEL：098-956-1111 （内線）332・339 

FAX：098-956-9508   

受付窓口 

問合わせ先 

          

          

その年度の 3月までに申請が必要 

 登記し、居住   

６ヶ月 

令和 ９ 

  登記後、新築に 

６ヶ月 

６ヶ月 


